
国
民
の
要
望
に
応
え
る
警
察
活
動
の
推
進
に
向
け
て
（
那
須
）
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一
三
一
）
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国
民
の
要
望
に
応
え
る
警
察
活
動
の
推
進
に
向
け
て

─
理
論
と
実
務
の
融
合
の
上
に
あ
る
警
察
の
在
る
べ
き
姿

─

報
告
者　

那
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修

警
察
活
動
の
現
場
で
は
、
警
察
法
第
二
条
第
一
項
に
定
め
る
責

務
の
遂
行
と
同
条
第
二
項
に
定
め
る
権
限
濫
用
の
禁
止
の
双
方
を

満
た
す
活
動
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、「
比
例
原
則
」、「
違

法
収
集
証
拠
排
除
の
法
則
」
等
明
文
上
の
規
定
の
な
い
理
論
（
条

理
）
が
非
常
に
大
き
な
意
味
を
持
つ
こ
と
が
あ
る
。

し
か
し
、
中
に
は
、「
警
察
権
の
限
界
」、「
民
事
不
介
入
の
原

則
」、「
法
は
家
庭
に
入
ら
ず
」
等
、
現
在
の
警
察
活
動
の
現
場
に

お
い
て
は
適
切
と
は
言
い
難
い
理
論
も
あ
る
（「
警
察
権
の
限
界
」

中
の
「
警
察
消
極
目
的
の
原
則
」
か
ら
は
、
現
在
の
安
全
・
安
心

ま
ち
づ
く
り
活
動
は
導
き
出
せ
な
い
。）。

ま
た
、
警
察
活
動
の
現
場
の
一
部
が
、
こ
う
し
た
理
論
に
引
き

ず
ら
れ
、
或
い
は
業
務
怠
慢
の
言
い
訳
に
し
た
結
果
、
桶
川
事
件

の
よ
う
な
悲
劇
が
発
生
し
た
（
同
事
件
に
係
る
東
京
高
判
平
一
七
．

一
．二
六
判
時
一
八
九
一
号
三
頁
は
、
①
危
険
の
切
迫
、
②
予
見

可
能
性
、
③
回
避
可
能
性
、
④
権
限
行
使
の
容
易
性
が
あ
る
場
合

に
は
、
警
察
権
行
使
に
つ
き
職
務
上
の
義
務
が
発
生
す
る
こ
と
が

あ
る
と
し
た
。）。

警
察
の
責
務
を
果
た
す
た
め
に
は
、
不
適
切
な
理
論
に
拘
泥
す

る
よ
う
な
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
民
事
と
刑
事
の
交
錯
す

る
よ
う
な
現
場
で
は
、「
民
事
不
介
入
の
原
則
」
と
い
う
理
論
で

は
な
く
、
法
律
の
規
定
を
踏
ま
え
た
対
応
が
求
め
ら
れ
る
。
例
え

ば
、
ヤ
ミ
金
業
者
に
よ
る
借
金
の
取
立
て
の
よ
う
な
場
面
で
は
、

関
係
機
関
と
連
携
し
つ
つ
、
状
況
に
応
じ
、
事
件
検
挙
、
行
政
命

令
、
指
導
警
告
、
被
害
者
に
対
す
る
被
害
回
復
の
た
め
に
必
要
な

事
項
の
教
示
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
法
律
は
全
て
の
場
面
を
規
定
し
き
れ
る
も
の

で
は
な
く
、
民
事
と
刑
事
の
交
錯
す
る
よ
う
な
現
場
等
で
、
ど
こ

ま
で
の
権
限
行
使
が
認
め
ら
れ
る
か
、
ま
た
、
求
め
ら
れ
る
か
は

難
し
い
問
題
で
あ
る
。
例
え
ば
、
債
権
者
が
債
務
者
の
所
か
ら
物

品
を
運
び
去
る
行
為
に
つ
い
て
、
窃
盗
罪
の
成
立
が
認
め
ら
れ
た

研
究
会
報
告
要
旨

一
一
一
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四
十
八
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（
二
〇
一
一
年
七
月
）

（
一
三
二
）

な
二
項
対
立
的
な
見
方
で
は
な
く
、
桶
川
事
件
の
よ
う
な
悲
劇
を

繰
り
返
さ
な
い
た
め
に
も
、
警
察
の
権
限
行
使
に
よ
っ
て
権
利
自

由
が
守
ら
れ
る
国
民
の
存
在
を
念
頭
に
置
い
た
三
面
的
な
考
え
方

を
基
礎
と
す
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

場
合
（
最
決
平
元
．七
．七
刑
集
四
三
巻
七
号
六
〇
七
頁
）
と
否
定

さ
れ
た
場
合
（
東
京
地
判
昭
四
二
．六
．三
〇
判
タ
二
一
一
号
一
八
七

頁
）
が
あ
り
、
そ
の
成
否
に
つ
い
て
は
行
為
の
「
社
会
的
相
当

性
」
が
大
き
な
意
味
を
持
つ
と
さ
れ
た
が
、
同
様
の
事
案
で
、
現

場
臨
場
し
た
警
察
官
が
当
事
者
間
で
の
話
し
合
い
を
指
示
し
、
立

ち
去
っ
た
後
、
債
権
者
が
運
び
去
り
行
為
を
再
開
し
た
事
案
で
は
、

警
察
官
が
警
職
法
第
五
条
の
職
責
を
果
た
し
た
と
い
え
る
か
が
問

題
と
な
っ
た
（
東
京
高
判
昭
五
二
．三
．三
〇
判
時
八
五
三
号
五
二

頁
（
国
賠
訴
訟
）。
判
決
で
は
、「
一
応
警
察
官
職
務
執
行
法
第
五

条
が
警
察
官
に
課
し
て
い
る
職
責
を
果
た
し
た
も
の
」
と
認
め
ら

れ
た
。）。
こ
う
し
た
事
案
か
ら
も
、
や
は
り
、
現
場
の
警
察
官
に

と
っ
て
判
断
の
基
準
と
な
る
「
理
論
」
を
立
て
る
意
味
は
非
常
に

大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。

一
般
社
会
に
お
い
て
安
全
へ
の
意
識
が
高
ま
る
中
で
、
警
察
活

動
に
対
す
る
国
民
の
要
望
も
高
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
要
望
に
応
え

る
た
め
に
は
、
社
会
実
態
を
踏
ま
え
た
上
で
、
在
る
べ
き
警
察
の

姿
を
構
築
し
て
い
く
た
め
の
理
論
を
立
て
、
そ
れ
を
日
々
ア
ッ
プ

デ
ー
ト
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
今
後
、
そ
の
作
業
を
進
め
て
い
く
上
で
は
、
国
民
の

権
利
を
制
限
す
る
警
察
と
、
そ
の
相
手
方
た
る
国
民
と
い
う
単
純
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一
一


